
件　名 和光市広沢複合施設における幼保連携型認定こども園整備・運営事業

履行場所 和光市広沢１－５

質問番号 要領・仕様書番号

1 公募要領１ページ

2 公募要領１ページ

3 公募要領２ページ

4 公募要領４ページ

5 公募要領４ページ

6 公募要領５ページ

質　疑　回　答　書

質問事項 回答事項

利用定員について
１歳児９名、２歳児９名と公募の要領にありますが、変更は可能で
しょうか。

公募要領における定員設定例は一例ですが、２・３号定員は９０名
以上かつ連携施設として市内小規模保育事業所等の卒園児の受
入枠を最大限設けた上で、ご提案ください。

・定員設定について
　・提案の設定は選考に影響があるのか。
　・1号認定の定員設定に上限下限の決まりはあるのか。

提出された申請書内容及び公開プレゼンテーションにおける質疑
応答等により公募要領の定員が記載したとおり当市の課題解決に
資する提案かを審査し優先交渉権者を決定いたします。
また、１号定員の設定は、認可権者である、県との協議を踏まえて
最終決定となります。

・②イ　貸付期間について
　　30年間とあるが契約の延長はあるのか。

市及び運営事業者双方の合意により延長は可能です。

事業計画を策定するのにあたり、園舎整備費用に対する補助を活
用したいのですが、具体的な補助金額を教えて下さい。

ご提案いただく定員及び整備内容により大きく変動するものと認識
しております。
詳しくは国の補助制度である保育所等整備交付金交付要綱の｢創
設事業｣及び認定こども園施設整備交付金実施要領の「認定こど
も園整備」の該当項目を確認の上積算してください。
一例として、補助対象経費（特殊付帯工事含む）270,000千円と仮
定し、保育定員90名教育定員10名かつ令和元年の場合、国と市
の補助金合計額は概ね197,727千円を想定しております。

・２　認定こども園園舎整備費用に関する補助について
　施設整備資金計画に計上するため要項計画上の定員の場合、
市の補助金額、及び内訳を教えていただきたい。

質問No,４のとおり
市の補助金の内訳は、保育所等整備交付金177,477千円、認定こ
ども園整備交付金20,250千円を想定しています。

〔参考〕こども園設備の概要　必ず設置するものの中で、遊戯室と
あります。　保育室で２歳児以上１人につき1.98㎡以上とれている
場合は、不要と考えてよろしいですか。

『埼玉県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準
等を定める条例第十条 （園舎に備えるべき設備）』にて、「園舎に
は、次に掲げる設備を備えなければならない。」として遊戯室が項
目化されております。しかしながら、「ただし、特別の事情があるとき
は、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用する
ことができる。」とされており、特別な事情がある場合に限られるもの
と認識しています。
　併せて和光市の求める教育・保育の質においても遊戯室が保育
室と兼用で行わなければならない特別な事情を証明していただく
必要があります。
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7 公募要領５ページ

8 公募要領11ページ

9 資料１

10 資料１

11 資料１

12 別紙１

13 別紙１、４

給食
調理業務の委託は可能なのか。

可能です。委託にあたっては、「保育所における調理業務の委託
について」（平成１０年２月１８日付け児発第８６号）の内容を遵守し
てください。

提出書類一覧表３－２　付近見取り図とありますが、案内図（住宅
地図等）のことですか。

別紙１の全体配置図をベースにご提案いただく建物位置を示した
ものをご提出ください。

隣地境界に、フェンス等必要ですか。
特に指定はございません。運営、管理上必要なものについては認
定こども園の負担で設置してください。

デザインを合わせるというのはどこまで合わせていけばよいのか。

基本協定締結後、基本設計時点の外観設計図、イメージパースを
資料として提示させて頂くので、外壁のパターンや色のイメージな
どを可能な範囲で合わせてもらうなど協力して頂きます。
参考に広沢複合施設提案時のイメージパースを添付します。

敷地内に駐車場を設けると、身障者用ELVが必要となります。　　　　　　　　　　　
※【資料１】に記載ありますがどの様に考えたら宜しいでしょうか？
　　１１人乗りとなりますが、よろしいですか？（福まち：駐車場がな
ければ不要なのでしょうか？）

事業区域ごとにかかる各法律、条例等への適合は建物ごとに対応
をお願いします。
埼玉県福祉のまちづくり条例の基準については、申請先に基準の
確認をお願いします。

職員、保護者等駐車場は、別紙１全体配置図にある駐車場（地上
４階建）を利用できますか。
また、和光市まちづくり条例による駐車台数は、上記駐車場に含ま
れていると考えてよろしいですか。

職員、保護者が民間収益施設駐車場を利用することは可能です。
料金形態として１時間は無料ですが、その後は有料になる計画で
す。
駐車台数は、和光市まちづくり条例第19条（駐車場）に基づく「利
用計画書」を各敷地ごとに作成することになります。
なお、利用計画書における駐車場台数は民間収益施設駐車場に
おいて兼ねることも可能です。

園舎の建設工事と他の工区の工事期間が重なる事から、工事制
限・費用負担等、考えておく必要があるのであれば現時点で構い
ませんので全て開示願います。

提案時は、認定こども園事業敷地に必要と考えられる舗装で費用
負担を見込んでください。同様に、電源の引込みを含む建物に必
要なインフラ関係の引き込み、仮設計画等も敷地にかかる部分に
ついては費用を見込んでください。路地状敷地の舗装、電源の引
込みに係る費用負担については、今後協議をさせてください。
施工者が複数社になる場合は、施工者間で協議の上、調整、協力
が必要となりますので、施工者選定の際にはその旨了解の上、対
応してください。
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14 別紙２

15 別紙３

16 その他

17 その他

18 その他

19 その他

児童発達支援センターと一体的活用とありますが、道路からの進
入路に門扉等は必要ですか。

一体的活用を行う路地状敷地には門扉、柵等は不要です。

緑化面積算定で、建蔽率が70％で計算されております。
事業全体敷地が角地のため、60％+10％=70％ということですか。

そのとおりです。

敷地測量図はありますか

現時点では計画敷地全体の測量図のみあります。認定こども園敷
地の確定測量は10月に行う予定です。
現時点の測量図は、和光市ホームページ内の「広沢複合施設整
備運営事業　インフォメーションパッケージ」をご確認ください

建築確認申請敷地は約2083㎡とし、建蔽率は60%ですか。
そのとおりです。
建築確認申請敷地は今後確定測量を実施し、分筆を行うため、若
干の誤差が生じる可能性はあります。

実費徴収
給食費をいくらで設定しているのか。
延長保育料をいくらで設定しているのか。

給食費は主食費及び副食費を合わせて月額７，５００円程度を想
定しております。
延長保育料につきましては、ご提案30分ごとの保育料として0歳児
150円、1・2歳児120円、3歳児以上80円を利用者より徴取すること
に加え、国庫補助金に基づく市補助制度による補助金を交付する
予定です。

・運営費について
　　定員設定例の場合の年間の運営費をご教授ください。

加算率により上下するものではございますが、今年度の公定価格
に基づき、定員設定例の児童数となりますと、約９，０００万円から１
億円程度の給付費に加え、各種補助制度による該当する補助金
を交付予定です。詳細は内閣府ホームページの公定価格の試算
ソフトをご活用ください。


